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一般質問

【問１】町内には、史跡等文化財が多数存在するが、

管理運営についてどのようにされているのか又、昭

和１４年１月１１日付県指定古墳第１１号の猿子塚

について、現在でも県指定なのか。
【答１：教育長】各団体に管理委託を行っている。

川南古墳群は国指定で、西の別府農事振興組合へ委

託、猿子塚については、現在も県指定で、湿原を守

る会に管理委託している。

【問２】指定されている文化財は、文化財保護法、

宮崎県文化財保護条例、川南町文化財保護条例に基

づき、国民、県民、町民の文化的向上に資するとと

もに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とし

た管理運営がされていると思うが、どのような方法

で管理されているのか。
【答２：教育長】湿原植物群落においては、火入れ

を実施し、年２回の除草作業をしながら貴重な植物

の保存や天龍梅については枝が潜り安くなるような

措置等多様な管理を行っている。

【問３】猿子塚の整備について、町から県へ進言で

きるのか。
【答３：教育長】整備計画の内容によって、県とか

文化庁への整備計画申請をし許可を得て、整備実施

になるがその場合の費用は、町費若しくは補助事業

を活用するということになる。

【問４】猿子塚の認識をどのように捉えられているか。

【答４：教育長】町の歴史上貴重な文化財と考えて

いる。小中学校の地域学習に取り入れ、また一般の

方にも広く周知をして後世に伝えてまいりたい。

【問５】町内の文化財、史跡、碑等について、現在

分かっている分だけでも学校の教材として、また一

般町民に周知することによって郷土愛を育むことに

繋がっていくのではないか。
【答５：教育長】平成１５年に「川南町の文化財」と

いうリーフレットを作成したものを改定し町民へ周

知したい。学校教育においては。小学校３年、４年

生で社会の教科書の副読本で紹介をしている。中学

校では、パンフレット等を活用し体験活動をしてい

る。図書館の方には、「平田郷史」や「宗麟原供養塔

の史跡」等がある。調べる学習コンクールを実施し、

文化財関係や歴史を調べたりしている。また、「川南

町かるた」を作成し、全小学校に配布をしていて、

川南町の文化財や自然等を含めて、総合的な学習の

時間に活用している。コミュニティセンターにも配

付する予定である。

【問６】地域墓地管理について、墓地に水道施設を

設置する場合に町の助成は考えられないか。
【答６：環境水道課長】要望が上がってくれば、検

討してまいりたい。

【問７】７５歳以上の免許返納者及び免許未保有者

に対し、交通支援として毎年度、回数券を配付する

等の制度化はできないか。
【答７：まちづくり課長】回数券の使用が少ない状

況であり、今後は高齢者の交通支援について、公共

交通等を拡充させてより利用度を高める制度設計を

していく必要がある。

【答７：町長】コミュニティバスについて、利用者

に魅力的になるよういろんな角度から検討協議して

いきたい。

町内の史跡現状と今後のあり方は

米　田　正　直

猿子塚（伊倉）



13

一般質問

職員の服務について

河　野　禎　明

【問１】地方公務員は採用時に宣誓書に署名提出し、

宣誓書にある「全体の奉仕者として誠実かつ公正に

職務を執行する」この事をくわしく説明を。

【答１：総務課長】地方公務員法第３１条の服務の

宣誓についてだが、全ての職員は全体の奉仕者とし

て公共利益のために勤務するということを宣誓す

る。

【問２】公務員は町民に対して真実を伝える義務が

あるか。

【答２：総務課長】真実を伝えることが、先ほどの

全体の奉仕者として務めることである。

【問３】明らかにこれは真実でないというような事

例があった場合、何か罰則があるか。

【答３：総務課長】服務規程に抵触しているような

案件が発生した場合は懲戒処分の指針に基づいて適

切な処分の対応をしている。

【問４】町長、副町長、教育長は該当しないのか。

【答４：総務課長】町長、副町長、教育長は特別職

なので地方公務員法第３１条は適用されない。

【問５】新中学校の説明会が去年各校区であったが

多賀校区と東校区の方から指摘されたが、新中学校

の敷地が示されたので、それでは足らないんじゃな

いかと質問したら教育長か教育課長が、その敷地で

足りると返答された。その後１２月議会で新中学校

用地は足りないので、となりの民有地を買収する計

画案が決まったが、なぜ１か月前の説明会で真実の

説明をしなかったのか。

【答５：教育課長】文部科学省の定める基準があり

校舎も運動場も基準を十分クリアしていた。

【問６】去年の９月議会で同僚議員が敷地が足らな

いと質問したら教育長は敷地は十分だと返答した。

その後の各校区の説明会でも敷地は十分だと返答し

た。１２月議会では敷地が足らないので隣接地が１

町７反必要だと説明したが、なぜ急に変わったのか。

【答６：教育長】校区説明会のアンケート、学校規

模適正化審議会の答申の中で、土地はもっと必要だ

と意見があり教育委員会で色々審議した結果、やは

り土地が必要なので１２月議会に提案した。

【問７】コロナの状態が３年目になり、私の周囲で

も引きこもりになり精神的にダメージを受けてる町

民が数人いる。家族を亡くされた方も心配である。

町はうつ病など心の病を患ってる方を把握している

か。していれば何らかの対応はしているか。

【答７：町民健康課長】現在は新型コロナによる心

の病を患った報告や相談は具体的に受けていない。

町としては「こころの電話帳」というパンフレット

を町内の各コミュニティーセンター、図書館、スー

パー、コンビニ、郵便局、銀行などに置いている。

もしその様な方を見かけたら、気軽に保健センター

に電話して頂きたい。

【問８】コロナ禍でエアロビ、ヨガ、カラオケ等の

生徒を抱えている方は２年以上収入がない状態であ

るが、町は支援しているか。

【答８：産業推進課長】国の事業復活支援金、県の

５割以上の減収の事業者、全ての業種に対しての事

業者緊急支援金を創設している。

もしその様な方を見かけたら、気軽に保健センター

に電話して頂きたい。
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一般質問

町政運営方針「川南町立中学校
統合整備計画について」 

児　玉　助　壽

 【問１】先の１２月議会において新中学校の設置場

所の決定に至った理由をただした同僚議員の質問に

対し、町当局の答弁は十分ではなかった。アンケー

トの調査結果ではなく教育委員会が検討を重ね導き

出した決定理由を的確に且つわかり易く説明する必

要が今後のためにもなると思うが、如何か。 

【答１：町長】混乱を招いている面があるので今後

しっかり対応する。

【答１：教育長】素晴らしい教育環境が集中してい

る町の中心部がこれからの中学生にとって最適な学

習場所であると考えた。その考えを検証するため、

アンケート調査をはじめ、学校規模適正化審議会へ

の諮問、住民説明会の実施を通じて多数の方から賛

同を得たと判断し、臨時教育委員会を開催。町の中

心部に設置することを教育委員会で決定した。 

【問２】同僚議員が行った反対討論の中で、唐瀬原

中学校を活用した方が用地の広さや財政面において

メリットがあると主張されたことは、新設の根拠説

明不足が原因だと思うが。 

【答２：副町長】校舎建替えの目安は建築後８０年

とされている。唐中は５２年経過している。残存

２８年間を存続するために要する試算は、現段階で

３１億円。概算ながら既存校舎の活用と新設とを比

較した場合、町の中心部に統合して新校舎を建設し

た方が、国の複数の補助制度等も活用できる見通し

であり財政的には有利であると判断した。

 【問３】町の中央を東西に流れる平田川を挟み、唐

瀬原、国光原両台地の中央に既存の両中学校が存在

することは、通学路の遠近の不公平感をなくすため

に当時設置されたと思う。よって、新たな統合にお

いてもその思いを踏襲し、本町の中央部に設置する

のである、という気の利いた説明が必要だと思うが。

【答３：教育長】既存の両中学校の設置理由等につ

いては、議員の申されるような理由であると考える。

新たな統合においても教育環境が整う町の中心部が

最も好ましいと考える。町民に寄り添った広報活動

に努める。 

【問４】既存施設の活用と新設の場合のコスト対比、

つまり専門的数値を示した合意形成不足が反対論の

大きな要因であると思う。こうしたコスト面の説明

を丁寧に行い、理解を得ていくべきでは。加えてロ

シアによるウクライナ侵攻などを背景にした物価高

騰等も予想される。本町の財政運営は厳しくなるこ

とが危惧される。 

【答４：副町長】ご発言のとおり、種々考慮すると

やはり新築の方が費用対効果を考えても好ましいと

判断する。長い目で見ると環境面も含めて効果のあ

る対策を講じていきたい。 

【問５】本町の中学校統合整備計画の遂行にスピー

ドを緩めるべきではない。令和４年度町政運営方針

における１丁目１番地の政策なのだから同計画を成

就させ、後世に町教育行政のレガシーとせよ。 

【答５：町長】しっかりと臨んでいく。

【答５：教育長】責任を持って取り組む。 

新中学校建設予定地
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一般質問

企業版ふるさと納税
　　　　　　強化について

谷　村　裕　二

【問１】今年度の企業版ふるさと納税の実績及び内

容は。『令和４年町政運営方針』で、町長は「これ

からの事業実施などにおいて限られた予算の中で実

施をしていくには困難な局面が想定される。また、

税収も先行き不透明な状態の中で着実に計画を実行

していくためには、目的別基金とふるさと納税によ

る収益を高め、企業版ふるさと納税の働きかけもよ

り強化し、財源確保に努める。」としている。今般

の表明を受け、町長の考える企業版ふるさと納税の

強化について質問する。まず、前年度実績について

はいかがか。
【答１：会計課長】

７社、９２０万円、町から

のアプローチによるものは

３社、２６０万円である。

【問２】この実績は十分な取組成果か、また、今後、

伸び代はあるか。
【答２：会計課長】新型コロナウイルスの影響で十

分とは言えない。企業版ふるさと納税は、地域再生

計画実現のためには有効な制度であり、これからも

伸び代は十分にある。

【問３】個人のふるさと納税と比較し、企業版納税

のメリットをどう評価しているか。
【答３：会計課長】個人のふるさと納税と比べ、返

礼品等を扱わないため寄附募集に関わる経費が少な

い。寄附を行う企業にとっても税額控除割合が最大

９割まで引き上げられ、取り組みやすくなった。ま

た、地域貢献による企業のイメージアップもあり、

町としても取り組みやすいと考える。

【問４】新年度に向けた具体策は。
【答４：会計課長】１２月から、企業版ふるさと納

税ポータルサイトでの寄附募集をスタートした。新

年度の施策としては、新型コロナウイルスの状況を

見極め、本町出身者やゆかりのある方が集う東京、

東海、近畿の川南会の協力推進や本町と繋がりのあ

る企業へのアプローチを行う。

【答４：町長】町としては、納税としての魅力もあ

り、また、地域の産業も育成していくという大きな

目標がある。企業版ふるさと納税は企業の地域貢献、

また、税制面の優遇もある。個人のふるさと納税と

あわせて企業版ふるさと納税も多方面から知恵を頂

き、しっかりやって行きたい。

【問５】ふるさと納税は返礼品を通じ、地域に大き

な経済効果をもたらしている。企業版ふるさと納税

は経費が限定的であり効率的である。企業版ふるさ

と納税の仕組みや理念など多くの方々に理解させ情

報収集能力を拡大する必要はないか。
【答５：会計課長】庁舎内一丸となって連携を持っ

て協議し、取り組む。住民の方々に説明できるよう

に、周知等を図っていく。

【問６】町民の方々と一緒に「チーム川南」で企業

の情報収集を行う考えはないか。
【答６：会計課長】いろんな方法で情報収集を行い、

周知を徹底していきたい。

【問７】企業版ふるさと納税担当やチーム配置など

を行う考え、計画はないか。
【答７：町長】企業版はトップセールスとして私も

頑張る必要があると考える。政治家としてしっかり

やりたい。職員に関しては、副町長以下、全員で検

討していく、必要であれば配置する考えは十分ある。

寄附贈呈式
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条例制定・編集後記

　早期水稲の植え付けも始まり、桜花の花も春風に舞っている。新型コ
ロナウイルス感染症は世界中を騒がし、2 年が経過し、未だに収まるこ
とを知らない。加えて、ロシアによるウクライナへの侵攻は、戦闘行為
と併せて非人道的な行為報道が毎日のようにされている。心休まる暇が
ないくらいだ。私たち町議会の任を負うものとして、残す任期は１年と
なった。町民がこの町に住んで良かったと思えるような施策を町執行部
と共に構築していかなければならない。これを読まれる頃、コロナも戦
争も終結していることを願う。　　　　　　　　　　　　　米田正直

【委員長】竹 本 　 修　　【副委員長】内 藤 逸 子　　　

【委　員】德弘美津子　　児 玉 助 壽　　米 田 正 直　　川 上 　 昇

編

集

後

記

町選挙の運動費用の一部が公費負担に

但し、一方で法令により議会議員にも新規に供託金制度が適用されることになったので要注意。
選挙種別 供託金の額

町議会議員選挙 15万円

町長選挙 50万円

供託物の没収点（得票数）

　公職選挙法によりお金のかからない選挙の実現と、立候補及び候補者間の選挙運動の機会均等を図
る手段として選挙公営制度が設けられているが、このたびの法改正により町村でも条例を制定するこ
とで選挙公営制度（候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度）が実現することとなった。これによ
り選挙管理委員会から業者に直接費用が支払われるため、候補者が立て替え払いをする必要はなくな
る。川南町では選挙運動用の自動車、ビラの作成、ポスターの作成に適用され、限度額の範囲で実際
に要した費用が交付される。

ビラの作成では最大で ポスターの作成では最大で自動車では1日当たり最大で
ハイヤー使用なら 64,500円×5日
レンタカーなら
燃料代として
運転手雇用で

15,800円×5日
7,560円×5日
12,500円×5日

議会議員選挙が
7.51円×1,600枚

町長選挙が

議会議員選挙が

町長選挙は
7.51円×5,000枚

525.06円×掲示場数

525.06円×掲示場数
※掲示場数は都度決定

※供託金没収点未満の得票数の場合は、供託金が返還されない。
※供託金没収点未満の得票数の場合は、上記選挙公営制度の公費負担は適用されない。

当該選挙の有効投票総数÷議員定数÷10
（例 9,000票÷13÷10＝69.23票）

当該選挙の有効投票総数÷10
（例 9,000票÷10＝900票）


